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令和７年度　再評価対象箇所一覧表　１１月２６日審議箇所
［　都市建築部　水道企業課　］

経過年数

（百万円） （百万円） （％） （R7.3現在）

用地補償費 用地補償費 用地補償費

工事費等 工事費等 工事費等

59,800 17,516 29.3% 3.0

115km 47km 40.9% (2.4) R2 再評価

59,800 17,516 29.3%

継続1
大容量送水
管整備事業

東部広域水
道事務所内
管路（東濃・
可茂地域）

東濃・可茂地
域（１１市町）

番号 事業名
路線・地区
・河川名等

管口径ダウン
サイジングに
よるコスト縮

減

H23 R34 15

採択
年度

完了
予定
年度

事　業　概　要

全体事業量 事業費縮減
費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事項

実施済み額

―

関連事業の
進捗状況

―
受水市町から
の要望あり

進捗率

実施済事業
量

全体事業費

事   業
実施率

実施箇所
（市町村名）

社会経済情
勢等の変化
及び

地元の意向

環境との調和
への配慮事

項

費用対効果分析：（　）は前回再評価時の投資効果率

政策との
位置付け

県強靭化計
画

- 1 -



令和７年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 

課名  水道企業課         

○ 

事 

業 

制 

度 

に 

つ 

い 

て 

事 業 名 大容量送水管整備事業 

事 業 目 的
老朽化した既設管の大規模な修繕や更新を行うため、水道管を複線化し、
緊急時に対応するための貯留機能と応急給水拠点機能を付加した大容量送
水管として整備することで、水道水を安定供給する。 

採 択 基 準
・上下水道耐震化計画を策定していること。 
・資本単価が70円/ 以上であること。

概      要

(メニュー)

・補助率 １／３ 
・補助対象施設 

緊急時に対応するための貯留機能を合わせ持つ大容量の送水管及び立 
坑施設 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 

に 

つ 

い 

て 

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C 

＊ 

効 

果 

の 

項 

目 

う

ち

貨

幣

換

算

す

る

項

目

》

Ｂ

《

・漏水等事故による減断水被害額の低減 
・地震被害による減断水被害額の低減 

そ 

の 

他 

項 

目 

・費用対便益分析は、「水道事業の費用対効果分析マニュアル(平成23年7月) 
厚生労働省健康局水道課」による。 

・費用、便益とも、物価変動分を除去するためにデフレーターにより基準年度
の実質価格に変換した上で、社会的割引率を用いて現在価値化を行う。 

・社会的割引率：4％ 
・デフレーター(建設費用)：建設工事費デフレーター（国土交通省総合政策局）

・デフレーター(維持管理費用）：国内企業物価指数（日本銀行） 

費

用

》

Ｃ

《

の

算

定

・費用として計上する項目は、当該事業に要する総事業費及び便益を継続的に発現
させるために必要となる維持管理費及び更新費とする。 

・算定期間は事業の完了後50年間とする。 
・算定期間中に、耐用年数に達する施設・設備は更新費を計上する。 
・算定の最終年度で耐用年数に達していない施設の費用は、使用年数に応じて残存

価格を算定し、これを現在価値化して費用から控除する。 

費

用

便

益

比

の

基

準 

・再評価時における費用対便益は、「残事業の投資効率性」と「事業全体の投資 
効率性」の両者による評価を実施する。 

・事業の投資効率性は、費用便益比（B/C）が1.0以上であることを原則とする。 
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令和７年度 再評価実施箇所（附図）
担当課〔水道企業課〕 

番 号 ３ 
事 業 名 

(路線･河川名等)

大容量送水管整備事業 

（東部広域水道事務所内管路（東濃・可茂地域）） 

事業実施

箇 所
東濃・可茂地域（県営水道供給区域） 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２３年度 完了予定年度 令和３４年度 

再評価の実施基準 前回再評価から５年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的

老朽化した既設管の大規模な修繕や更新を行うため、水道管を複線化し、緊急時に対応

するための貯留機能と応急給水拠点機能を付加した大容量送水管として整備することで、

水道水を安定供給する。 

事業概要

事業延長 Ｌ＝約115km 口径φ200mm～φ1,500mm 

水道管整備（開削工、非開削工） 

概 要 図

全体計画延長 L=約 115km 

実施済み延長 L=約 47km 

残計画延長  L=約 68km 
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令和７年度
大容量送水管整備事業 事業再評価

都市建築部 水道企業課

【工事状況】
水道管埋設
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政策的位置付け

■岐阜県強靭化計画
県における国土強靱化の推進に関する基本的な計画であり、
県の強靱化に係る他の計画等の指針となるもの

■既設管路を複線化し、大容量送水管を計画的に整備

■岐阜県強靭化計画の推進方針
ライフラインとして、上水道施設の耐震・老朽化対策を推進
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県営水道の概要

■市町の要望を受け、S46年度建設着手、S51年度供用開始
■供用開始から4８年経過した現在では、東濃及び可茂地域の
7市4町約50万人に対し、水道用水を供給

白川取水口

落合取水口

川合取水口

山之上浄水場

川合浄水場

中津川浄水場

東部広域水道事務所
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凡 例

：取水場

：浄水場

：調整池

：増圧ポンプ場

：給水地点

：既設導・送水管

位置図（全体事業）

■事業箇所：東濃・可茂地域（県営水道供給区域）

可茂地域

東濃地域

【事業進捗】

・施工済み

・着手中

・将来施工
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事業概要（全体事業）

＜事業期間＞ 平成23年度～令和3４年度

＜事業費＞ 約598億円（税込）

＜事業箇所＞ 東濃・可茂地域（県営水道供給区域）

＜事業内容＞ 水道管埋設（開削工、非開削工）

延長 L=115km

口径 φ200mm～φ1,500mm
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劣化する水道管の漏水事故
（経年劣化の進行）

平成6年の水道管破断事故
（瑞浪市）

事業の目的（水道管の現状）

・法定耐用年数40年の水道管の老朽化が進行
・令和6年度末時点で、送水停止する漏水が98件発生
・平成6年には、3日間の断水で約20万人に影響
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事業の目的（整備内容）

■老朽化した既設管の大規模な修繕や更新を行うため
送水管を複線化

■複線化する送水管に、貯留機能と応急給水機能を
付加した大容量送水管として整備

【大容量送水管整備前】

〇老朽送水管が漏水すると下流はすべて断水

【大容量送水管整備後】

○既設管の大規模修繕や更新が可能
〇大容量送水管に水道水を貯え応急給水
〇大容量送水管を使い漏水箇所を迂回して送水
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費用対効果分析

＜算出根拠＞
「水道事業の費用対効果分析マニュアル(平成23年7月)厚生労
働省健康局水道課」に基づき算出

■事業の効果
・漏水等事故による減断水被害額の低減…91%
・地震災害による減断水被害額の低減 …  9%

■投資的効果率

総便益（B）
＝ 3.０

総費用（C）

前回再評価時(R2)
B／C＝2.4
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事業を巡る社会経済情勢等の変化

①改正道路法 第39条の8、9（平成30年9月30日施行）

占用物件の損壊による道路構造や交通への支障を防ぐため、占用者による
物件の維持管理義務、当該義務違反者への措置命令権限を規定

②改正水道法 第22条の2（令和元年10月1日施行）

水道事業者は、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行
われなければならない

■法改正により水道管など道路占用物の適切な管理が
義務化
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進捗状況

■事業費ベースの進捗率
前回 事業再評価（令和２年度）：16.0 %
今回 事業再評価（令和７年度）：29.3 %

凡 例

：取水場

：浄水場

：調整池

：増圧ポンプ場

：給水地点

：既設導・送水管

【事業進捗】

・施工済み

・着手中

・将来施工

可茂地域

東濃地域
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事業の施工状況

●開削工 ●非開削工

■令和７年度実施箇所

中津川市、瑞浪市、土岐市、美濃加茂市

県道や市道の路面を開削し、水道管

を布設する工法

鉄道、河川などを横断する場合に、地下

トンネルを掘って、水道管を布設する工法
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コスト縮減

■ 管口径のダウンサイジング

水需要推計により将来の給水量予測の見直しを行い、
既設の水道管の口径よりもダウンサイジングしている

（実施例）既設管φ1,100mm → 新設管φ900mm
既設管φ 600mm → 新設管φ400mm

■ 発生土の有効利用

水道管を布設する際に、掘削した発生土を埋戻し土として
有効活用しながら、事業を実施している
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施工地域への配慮

■県道の交差点を回避し、地域の交通量及び歩行者への影響に
配慮したルートを選定する
■今後も、地域への配慮をしながら、施工を進める

【見直し前】
・県道交差点、交通量多い

【見直し後】
・用地買収によりルート確保

県道421号
武並土岐多治見線

県道69号
土岐市停車場細野線

用地買収実施

＜施工場所＞土岐市肥田町地内
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対応方針（案）

事業を継続する

• 大容量送水管整備事業は、受水市町への水道
用水の安定供給に大きく寄与する

• 受水市町（11市町）から早期完成・事業促進
の強い要望あり
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前回 今回

(基準年：R2） (基準年：R7）

H23～R34 H23～R34

388.1 453.2

3.2 4.4

391.3 457.6

810.7 1,240.1

130.3 125.8

941.0 1,365.9

2.4 3.0費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析の分析方法

・水道事業の費用対効果分析マニュアル／厚労省健康局水道課/H23.7

■費用対効果分析結果の要因変化（計画時との比較）

【費用の主な変化要因】
・物価高により、事業費が増加した。
・現在価値化した事業費は、評価基準年の更新により増加した。

【効果の主な変化要因】
・既設送水管の老朽化進行により、前回評価時の5年前と比べ、評価算定期間中の
　漏水事故等による減断水被害額が増加した。
・現在価値化した便益は、評価基準年の更新により増加した。

【費用対効果分析の結果】
・費用便益比（B/C)は、前回計画時の2.4から3.0に増加し、1を上回っており、
　十分な事業効果が確保される見通しである。

効果
(億円)

漏水等事故による減断水被害額の低減

地震災害による減断水被害額の低減

合計（Ｂ）

水道管整備　事業延長L=115km、口径φ200mm～φ1,500mm（開削工、非開削工）

■費用対効果分析結果

区分 備考

事業期間

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

令和７年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業名

【水道事業】　大容量送水管整備事業

■事業内容
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